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  令和４年２月定例教育委員会会議 

 

１．日 時 

  令和４年２月２８日（月）午後１時３０分～午後３時００分 

 

２．場 所 

  河内長野市役所７階 行政委員会室 

 

３．出席委員 

  松本教育長、藤本教育長職務代理者、嘉名委員、尾上委員、田中委員 

 

４．２月定例教育委員会会議録署名委員 

  松本教育長、藤本教育長職務代理者、田中委員 

 

５．事務局出席者 

宮阪教育推進部長、小川生涯学習部長、中田教育推進部理事、安田教育推進

部理事、寺本教育総務課長、生田教育指導課長、篠﨑教育指導課参事、内田教育

指導課参事、二井文化・スポーツ振興課長、伊藤文化財保護課長、西野地域教育推

進課長、森図書館長、武本教育総務課長補佐、帯屋教育総務課庶務係長 

 

６．会議要録 

 開 会 

  松本教育長 

ただいまより教育委員会会議を開催することといたします。 

それでは、出席委員が定足数に達しておりますので、令和４年２月定例教育委

員会会議を開会いたします。 

 

（1）前回会議録の承認 

   松本教育長 
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１月の会議録について、何かご異議、ご質問などございませんか。 

特にご異議等がありませんでしたので、１月の会議録を承認することといたします。  

 

（2）署名委員の指名 

松本教育長 

２月の会議の会議録の署名は、私のほかに藤本教育長職務代理者と田中委員

にお願いします。 

 

藤本教育長職務代理者、田中委員 

   了解しました。 

 

（3）教育長報告 

松本教育長 

次に教育長報告にうつります。 

令和４年１月２１日から令和４年２月２７日までの間の活動、主なものを申

し上げます。 

まず１月２５日火曜日は、市議会臨時会に出席しました。 

２６日水曜日は、新型コロナウイルス対策本部会議に出席しました。 

２７日木曜日は、庁議に出席しました。 

２８日金曜日は、南河内地区教育長協議会（府民ｾﾝﾀｰ）に出席しました。

また、南河内地区人事協議会（府民ｾﾝﾀｰ）に出席しました。 

３１日月曜日は、市の予算関係業務に従事しました。 

２月１日火曜日は、市部長会に出席しました。また、事務局の目標管理面談

を行いました。 

２日水曜日は、市校長会に出席しました。また、教育物品の寄贈式を行いまし

た。河内長野市下水道管理サービス 藤野興業・積水化学工業・管清工業・日

水コン・クリアウォーターOSAKA共同企業体から、連結式の床材をご寄贈いただき

ました。 

３日木曜日は、事務局の目標管理面談を行いました。 
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４日金曜日は、事務局の目標管理面談を行いました。また、教育物品の寄贈

式を行いました。株式会社日本トランスネット、紀陽銀行から、バレーボールをご寄

贈いただきました。また、大阪府都市教育長協議会２月役員会（ｱｳｨｰﾅ大阪）に

出席しました。 

７日月曜日は、人事関係業務に従事しました。 

９日水曜日は、市教頭会に出席しました。また、南河内地区教育長協議会及

び南河内地区人事協議会（府民ｾﾝﾀｰ）に出席しました。 

１０日木曜日は、校長面談を実施しました。 

１４日月曜日は、校長面談を実施しました。 

１６日水曜日は、校長面談を実施しました。また、市議会全員協議会に出席

しました。 

１７日木曜日は、校長面談を実施しました。また、学校教育施設を視察しまし

た。 

１８日金曜日は、校長面談を実施しました。 

１９日土曜日は、人事関係業務に従事しました。 

２１日月曜日は、市町村教育委員会教育長・部課長会議（ｵﾝﾗｲﾝ）に出席

しました。 

２４日木曜日は、府立長野高等学校と市との協定調印式に出席しました。また、

市内の文化財を視察しました。 

２５日金曜日は、校長面談を実施しました。 

２６日土曜日は、文化財シンポジウム（ｲｽﾞﾐﾔゆいﾃﾗｽ）に出席しました。 

以上、教育長報告を終わります。何かご質問はございませんか。 

 

松本教育長 

よろしいでしょうか。 

ではつづいて、各委員から報告事項、情報提供をお願いいたします。 

 

松本教育長 

よろしいでしょうか。 
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それでは教育委員報告を終わります。 

 

（4）議事（要旨） 

松本教育長 

それでは、本日の案件に入ります。 

議案第４号「河内長野市立市民交流センター条例施行規則の全部改正につ

いて」の説明をお願いします。 

 

二井文化・スポーツ振興課長 

議案第第４号「河内長野市立市民交流センター条例施行規則の全部改正に

ついて」 ご説明いたします。 

本件につきましては、河内長野市立市民交流センターを令和４年度から教育委

員会で直営化することに伴い、先般河内長野市立市民交流センター条例を全部

改正したことから、改正後の条例の施行に関し必要な事項を定めるため、従前の河

内長野市立市民交流センター条例施行規則を全部改正するものでございます。 

改正の概要といたしましては、市直営化にともない、従前の指定管理者不在期

間中の読み替えの条項を削除するもの、直営化で必要となる条項を第３条以下

追加するもの、キックスカードを廃止するもの、施設使用料に保育室及び講師控室

を追加するもの、最後に保育室及び講師控室の使用料について、従前の使用者の

不利益につながらないよう使用料を徴収しない場合があることを定めるもの、でござ

います。施行期日は令和４年４月１日でございます。 

今回全部改正ということで、改正前の条例等を参考資料として配付しております

のでご覧いただきますようお願いいたします。 

説明につきましては以上でございます。ご審議の上ご承認賜りますようどうぞよろし

くお願いいたします。 

 

松本教育長 

ただいまの説明につきまして、ご異議等ありましたらお願いいたします。 
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田中委員 

保育室については、やはり料金を徴収するのですか。 

 

二井文化・スポーツ振興課長 

元々料金は徴収しておらず、他の部屋を使用する際に付随して必要な場合に利

用してもらっていましたが、保育室単体で利用したいというニーズがありましたことから、

このニーズに対応するために料金設定したものです。 

 

松本教育長 

他の部屋に付随して利用する場合は、無料でよかったですか。 

 

二井文化・スポーツ振興課長 

そのとおりです。 

 

小川生涯学習部長 

今まで、保育室だけを利用したい場合は、必要のない他の会議室を借りる必要

があったので、利便性が悪かったためです。利便性を向上させますが、単体利用では

やはり料金は徴収するものです。 

 

田中委員 

了解しました。 

 

松本教育長 

他よろしいでしょうか。 

それではご異議等がないようですので、議案第４号「河内長野市立市民交流セ

ンター条例施行規則の全部改正について」 を承認といたします。 

 

松本教育長 

続いて、議案第５号「令和３年度河内長野市一般会計補正予算（案）につ
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いて」の説明をお願いします。 

 

寺本教育総務課長 

議案第５号「令和３年度河内長野市一般会計補正予算（案）について」 

ご説明いたします。 

本件につきましては、令和４年３月市議会に提案予定の、令和３年度河内長

野市一般会計補正予算案のうち、教育事務にかかる部分について、地方教育行

政の組織及び運営に関する法律第２９条に基づきまして、市長より意見を求めら

れたことによるものでございます。 

まず市全体の補正額でございますが、今回市全体で１９億４０７９万円の補

正を行います。財源内訳につきましては、国府支出金が２億５１７９万９千円、

地方債が１２００万円、一般財源が１６億７６９９万１千円となっておりま

す。 

次に今回の教育費の補正内容につきまして、２点ございます。まず１点目ですが、

各学校の感染症対策事業のため、国の経済対策にともなう、学校保健特別対策

補助金を活用いたしまして、学校のコロナ対策備品や消耗品の購入をすすめてまい

るものであります。なお今回の補正は３月議会への上程となり、年度内での購入が

困難となりますので、次年度への繰り越しを前提とした補正予算になります。次に２

点目ですが、小学校整備事業につきまして、地方債の額が変更となることに伴う補

正予算でございます。 

１点目のコロナ対策の消耗品および備品の購入ですが、学校における感染予防

対策として、密集や接触を避けることを目的として、学校備品や消耗品の追加購入

を行うために、小学校運営費において１５３０万円の増額補正を行います。内訳

につきましては、消耗品費で５６５万円、備品購入費で９６５万円の増額となっ

ております。また同様に中学校運営費において７６５万円の増額補正を行います。

内訳につきましては、消耗品費で４３０万円、備品購入費で３３５万円の増額

となっております。財源といたしましては、小学校費、中学校費とともに学校保健特

別対策事業補助金で、事業費の１/２補助となっており、合計１１４７万５千

円となっております。また本件にかかる補正予算につきましては、今議会に予算計上
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いたしますが、事業の実施に相当の期間を要するために、来年度に繰越をいたしま

す。 

続きまして２点目の地方債の補正についてです。これにつきましては、今年度実

施いたしました三日市小学校の大規模改修において、当初国庫補助金に申請段

階で、予定しておりました改修工事部分に変更が生じたことに伴いまして、国庫補

助の対象額が減額となりました。これにより、減額された分の財源を、地方債で補う

必要が生じたため、地方債の限度額を増額補正するものでございます。小学校整

備事業で３５０万円の増額となっており、また国庫補助金につきましては、学校施

設環境改善交付金で５４２万４千円の減額となっております。 

説明は以上です。ご審議の上ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 

松本教育長 

ただいまの説明につきまして、ご異議等ありましたらお願いいたします。 

それではご異議等がないようですので、議案第５号「令和３年度河内長野市一

般会計補正予算（案）について」 を承認といたします。 

 

松本教育長 

続いて、議案第６号「令和４年度河内長野市一般会計予算（案）について」

の説明をお願いします。 

 

寺本教育総務課長 

議案第６号「令和４年度河内長野市一般会計予算（案）について」 ご説

明いたします。 

本件につきましては、令和４年３月市議会に提案が予定されております、令和

４年度河内長野市一般会計予算案のうち、教育事務にかかる部分について、地

方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条に基づき、市長より意見を求

められたものでございます。一般会計全体予算では、３７０億７５００万円の予

算で、教育費にかかる予算といたしましては、歳出総額では、令和４年度教育費

当初予算額は、２８億４７０７万７千円で、前年度当初予算の３１億６８
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０６万８千円と比較し、３憶２０９９万１千円の減となっております。 

それでは各課の予算、全体の概要につきましてご説明いたします。主な前年度の

比較で、主な増減の要因等につきまして、各課より順にご説明の方をさせていただき

ます。教育総務課分でございます。支援教育推進事業につきましては、肢体不自

由児童生徒タクシー送迎経費、支援教育就学奨励費等実態にあわせまして、予

算の増額をおこなっております。学校運営事業では、学校運営管理事業の小学校

で２０１万４０００円、中学校で１７３万円それぞれ減額となっておりますが、

これにつきましては、令和３年度については、コロナ対応のため光熱水費を大幅に増

額しておりましたが、令和４年度につきましては、今年度の執行状況をふまえまして、

予算を減額するものでございます。学校施設管理事業でございますが、小学校費で

は１９５万３２００円の増、中学校費では６１８万２０００円の減となってお

ります。これにつきましては、小中学校での営繕工事費の割り振りを変更いたしまし

た他、３年に一度実施する建築基準法第１２条に基づく建物の法定点検実施

等にともなう予算の増減となっております。つづきまして遠距離通学費助成事業につ

きましては、小学校費、中学校費ともに減額となっております。これにつきましては、

令和４年度から南海バスの石見川路線の廃止にともないまして、市民も乗車可能

であるスクールバスの運行を開始いたします。これによりまして、これまで学校統合など

の理由により、バスを利用しておられる児童生徒の保護者に対して支給していた、石

見川路線の交通費の支給を廃止するものでございます。つづきまして教育情報化

推進事業でございますが、小学校費につきましては２８０万８０００円の増、中

学校費につきましては６２１万１０００円の減となっております。主な増減理由と

いたしましては、小中学校ともに役務費が大きく減少しておりますが、これは例年支

出しているインターネット回線利用料と、持ち帰り用のＷｉ－ｆｉモバイルルーター

の２点について新型コロナウイルス対策臨時交付金の対象となることから、令和４

年度の補正予算にその分を計上し、当初予算からは除外しております。また小学校

につきましては、パソコン教室を多目的室化するなど、各学校の状況に合わせた整

備を行うものでございます。最後に学校施設設備整備事業についてですが、小学校

費では２億１２５７万７０００円の減、中学校費では７４６５万３０００

円の減となっております。減額の主な要因といたしましては、次年度はトイレ改修工
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事など実施しないため減額となるものでございます。また増額の要因としまして、昨年

度策定した河内長野市学校施設長寿命化計画に基づいて長寿命化工事を実施

するにあたり、来年度は各施設の状態に合わせた具体的な工法や金額を算出する

ため、事前の調査を行うものです。以上、教育総務課全体で、昨年度比で総額２

億８４６３万２０００円の減額となっております。教育総務課につきましては以

上です。つづきまして教育指導課から説明いたします。 

 

生田教育指導課長 

教育指導課予算全体で申し上げますと、今年度と次年度の令和４年度を比較

して、約４５００万円の減額となっております。まず学校運営事業の教科用図書

事業ですが、１７１１万１千円の減額となっております。これは今年度それから昨

年度で、教科書採択後の教師用指導書を購入しておりましたが、次年度は購入す

る必要がなくなったため減額となっております。次に、教職員事業の教職員研修事

業で１３万４０００円増額しております。これは主に教員の研修費を増額してお

ります。次に、奨学金事業の奨学金積立事業で、ふるさと納税が減額の見込みで

あるため７１０万円減額しております。次に、学校教育支援事業の生徒進路指

導充実事業で６９万９０００円の増額しております。これは中学校の部活動の

活性化等を進めていく必要があることから、部活動指導員の時間数を増加したこと

に伴う増額でございます。次に、支援教育推進事業の中学校で６１万２０００

円減額しておりますが、これは会計年度任用職員の看護師について次年度の配置

の必要がないことから減額しております。次に、子ども教育支援センター事業で１０

１９万５０００円減額しておりますが、これもふるさと納税が減額の見込みである

ことから減額しております。次に、適応指導教室事業で２３５万４０００円増額

しています。これは、不登校の支援にあたる人材を増員するため、会計年度任用職

員の人件費を増額しております。次に、学校給食推進事業の給食センター施設管

理事業で７８０万減額しております。これは今年度購入した備品費を減額したも

のです。以上です。 
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二井文化・スポーツ振興課長 

文化・スポーツ振興課では、社会教育総務管理事業で５９０万９０００円

計上しており、令和３年度より５２万７０００円増加しております。これは社会

教育指導員の特定会計年度任用職員１名分の報酬単価の増加に伴うものでご

ざいます。次に、公民館管理運営事業で７５２２万２０００円計上しており、

令和３年度より４２６万４０００円減少しております。これは現在会計年度任

用職員の配置を再任用職員に置きかえることに伴い、人事課の予算計上になるも

のでございます。また、小学校および公民館複合化基本計画策定業務委託料で

１００万円計上しており、そのため、今年度実施した複合化の調査業務委託料

の１２０万円を減額しております。次に、生涯学習基盤事業で９２６２万１０

００円計上しており、令和３年度より４１７万２０００円減少しております。こ

れは市民交流センターの直営化に伴い指定管理業務委託料が皆減しており、すべ

て直接経費として細分化しております。さらに減少の理由といたしましては、今年度

の隣接するハローワークの屋上対策防止工事が完了し、これに代わり特定天井の

調査業務の経費を新たに計上したものでございます。次に、国際交流事業で６５

８万３０００円計上しており、令和３年度より６万６０００円減少しております。

こちらは今年度備品の自動翻訳機ポケトークを購入しましたのでその２台分が減少

したものでございます。次に、文化振興事業で２億１６７２万５０００円計上し

ており、令和３年度より１１０１万２０００円減少しております。減少の大きな

理由として、文化会館の自動火災報知器の更新経費が減少しており、一方で文

化会館の指定管理料が５８２万増加しております。またこちらも特定天井の調査

業務として１００万４０００円を計上しております。次に、文化・スポーツ及び国

際交流等推進基金事業で３２００万円計上しており、令和３年度より７６０

万円増加しております。こちらはふるさと納税の増加に伴う基金への積立金の増加

でございます。次に、スポーツ普及啓発事業で１１７万２０００円計上しており、

昨年度とほぼ同額となっております。次に、学校開放事業で５４８万７０００円

計上しており、令和３年度より１２万９０００円減少しております。こちらは会計

年度任用職員の手当の減少分です。次に、スポーツ振興事業で１３７９万４０

００円計上しており、令和３年度と同額でございます。こちらはシティマラソン大会
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の開催等事業委託料でございます。最後にスポーツ施設の運営管理事業で１億

２６４７万２０００円計上しており、令和３年度より１４２２万５０００円

増加しております。こちらは荘園庭球場コート面の改修業務で４８０万計上してお

りまして、約２３２万円増加しております。また、武道館の耐震工事の設計委託

料で２１０万円増加しております。また、スポーツ施設の再編検討基礎調査業務

で５００万円の委託料を計上しております。また、特定天井の調査業務で３５万

２０００円を計上しております。最後に備品購入費でバスケットボールのゴールの

更新として、１０７０万計上しております。以上でございます。 

 

伊藤文化財保護課長 

文化財保護課では、文化財保存事業で３２５４万８０００円計上しており

ます。令和３年度より１５８万３０００円減ですが、令和３年度で観心寺の防

災設備設置が完了したためです。あと岩湧寺の屋根の修理を令和４年度でも実

施しますが、年度の途中で終了することもひとつの要因となっております。金剛寺の

境内の保存整備事業、法面の災害復旧で２３００万円は令和３年度と同額を

計上しております。次に、文化財調査事業の埋蔵文化財発掘調査事業で増加し

ている主な原因につきましては、上原、高向地区の開発があり、そちらの埋蔵文化

財の調査が必要となるため、会計年度任用職員を１名増やすというところが主な原

因となっております。文化財保護審議会は同額計上となっております。次に、歴史遺

産活用事業の滝畑ふるさと文化財の森センター活用事業で、浴室の更衣室の壁の

修繕が令和３年度で完了したので減額となっております。あと工事請負費で５８

万８０００円増ですが、こちらにつきましては、茅葺きの研修が可能となる木の枠

でつくった骨組みを整備するものです。当該センターは茅葺きの研修施設という役割

もありますので、実施するものでございます。歴史遺産活用事業で主な増減といたし

ましては、女人高野の日本遺産補助金で、令和３年度は１２７万３０００円

計上していましたが、令和４年度は皆減となっています。同じく貸付金で６２３万

２０００円が皆減になっておりますが、こちらは事務局が市長部局に移りましたので、

皆減となっている理由です。以上でございます。 
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西野地域教育推進課長 

地域教育推進課では、全体で令和３年度と比べまして約２２００万円の増

額となっております。放課後子どもプラン事業で１４０万３０００円計上しており、

令和３年度より４１１万５０００円の減額となっております。こちらは、新型コロ

ナの影響により放課後子ども教室の開催数が減少したことに伴いまして、放課後児

童会運営事業に予算の移行していることから減額となっております。次に、はたちのつ

どい事業で、１５５万５０００円計上しており、令和３年度より４８万３００

０円の増額となっております。名称も新たに成人のつどい事業からはたちのつどい事

業に、名称を新たにしまして、来年度も総合体育館で開催を予定しておりますことか

ら、今年度の実績を加味して、会場設営及び警備委託料等の増額をしております。

次に、放課後児童会運営事業で、２５９３万５０００円の増額となっておりま

す。こちらは、令和４年度において約７０名の入会児童数の増加が見込まれること

から、児童会のクラスを増設するために必要となる人件費や、施設の運営費でござ

います。以上でございます。 

 

森図書館長 

図書館では、全体で１億２９６７万８０００円と、令和３年度より６２万

７０００円の増額となっております。図書館事業で、８５３５万５０００円計

上しており、令和３年度より２３６万７０００円の減額となっております。こちらは、

電子書籍に関する経費を、第１次補正予算にて計上することから減額となっており

ます。次に、図書館管理運営事業で、３５０８万９０００円計上しており、令

和３年度より２６３万８０００円の増額となっております。こちらは、木のぬくもり

を感じる集いの場整備委託料として３６０万５０００円の増額となっております

が、施設管理の運営経費の削減があり、トータルで増加しております。以上でござい

ます。 

 

寺本教育総務課長 

令和４年度河内長野市一般会計予算案についての説明は以上でございます。

ご審議の上ご承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 
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松本教育長 

ただいまの説明につきまして、ご異議等ありましたらお願いいたします。 

それではご異議等がないようですので、議案第６号「令和４年度河内長野市一

般会計予算（案）について」 を承認といたします。 

 

（5）報告案件（要旨） 

・報告第３号「労働基準法第３６条に基づく労使協定の締結について」 

地域教育推進課における、労働基準法第３６条に基づく労使協定の締結につ

いて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２５条第１項及び教育長

に対する事務委任等に関する規則第３条第１項の規定に基づき、令和３年４

月３０日付けで教育長が臨時で代理する議決を得た上で、今回実施した旨報告

したもの。 

 

(６）その他報告（要旨） 

中田理事 

英検について 

（別添資料により説明） 

 

伊藤文化財保護課長 

岩湧山頂で山焼きを実施 

滝畑ふるさと文化財の森センターのイベント 

  

森図書館長 

特別整理期間（蔵書点検）のお知らせ 

図書館の蔵書検索画面（インターネット）をリニューアルします 

図書館資料展示  
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閉 会 

松本教育長 

  以上で２月定例教育委員会を閉会します。 
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令和４年３月定例教育委員会開催日程 

 

１．日 時 

  令和４年３月２５日（金） 午後２時３０分開催 

  ※開始時間については、審議案件の件数により変更あり。 

 

２．場 所 

  河内長野市役所７階 行政委員会室  
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教育長報告（令和４年１月２１日～令和４年２月２７日）  別 紙 

 

 

１月２５日（火） 

 

１月２６日（水） 

１月２７日（木） 

１月２８日（金） 

 

１月３１日（月） 

２月１日（火） 

 

２月２日（水） 

 

 

 

２月３日（木） 

２月４日（金） 

 

 

２月７日（月） 

２月９日（水） 

 

 

２月１０日（木） 

２月１４日（月） 

２月１６日（水） 

 

２月１７日（木） 

 

２月１８日（金） 

市議会臨時会 

予算常任委員会 

新型コロナウイルス対策本部会議 

庁議 

南河内地区教育長協議会（府民ｾﾝﾀｰ） 

南河内地区人事協議会（府民ｾﾝﾀｰ） 

予算関係業務 

市部長会 

事務局目標管理面談 

市校長会 

教育物品寄贈式（河内長野市下水道管理サービス 藤野興

業・積水化学工業・管清工業・日水コン・クリアウォータ

ーOSAKA共同企業体）  

事務局目標管理面談 

事務局目標管理面談 

教育物品寄贈式（株式会社日本トランスネット、紀陽銀行） 

大阪府都市教育長協議会 ２月役員会（ｱｳｨｰﾅ大阪） 

人事関係業務 

市教頭会 

南河内地区教育長協議会（府民ｾﾝﾀｰ） 

南河内地区人事協議会（府民ｾﾝﾀｰ） 

校長面談 

校長面談 

校長面談 

全員協議会 

校長面談 

学校教育施設視察 

校長面談 
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２月１９日（土） 

２月２１日（月） 

２月２４日（木） 

 

２月２５日（金） 

２月２６日（土） 

 

 

人事関係業務 

市町村教育委員会教育長・部課長会議（ｵﾝﾗｲﾝ） 

府立長野高等学校と市との協定調印式 

市内文化財視察 

校長面談 

文化財シンポジウム（ｲｽﾞﾐﾔゆいﾃﾗｽ） 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

令和４年２月定例教育委員会会議 

 

 

 

 

 

議  案  書 



 

 

 

令和４年２月定例教育委員会会議提出議案目次  

（議決案件） 

議案第４号    河内長野市立市民交流センター条例施行規則の全部 

改正について 

（説明担当 文化・スポーツ振興課・・・・・p.１） 

議案第５号    令和３年度河内長野市一般会計補正予算（案）につ 

いて 

（説明担当 教育総務課・・・・・p.３４） 

議案第６号    令和４年度河内長野市一般会計予算（案）について 

（説明担当 各担当課・館・・・・・p.３５） 

 

（報告案件） 

報告第３号    労働基準法第３６条に基づく労使協定の締結につ 

いて 

（説明担当 教育総務課・・・・p.３６） 

 

 

 

 

 



 

 

 

議案第４号 

 

河内長野市立市民交流センター条例施行規則の全部改正につ    

いて 

 

 

 河内長野市立市民交流センター条例施行規則の全部改正については、次

のとおりです。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年２月２８日 

河内長野市教育長 松本 芳孝 

 

１ 



 

 

 

 河内長野市立市民交流センター条例施行規則をここに公布する。  

    令和  年  月  日 

 河内長野市教育長 松本 芳孝 

 

河内長野市教育委員会規則第  号 

河内長野市立市民交流センター条例施行規則  

 河内長野市立市民交流センター条例施行規則（平成２７年河内長野市教

育委員会規則第１２号）の全部を改正する。  

目次 

 第１章 総則（第１条～第３条） 

 第２章 利用者登録（第４条～第９条） 

 第３章 施設の使用（第１０条～第２８条） 

 第４章 雑則（第２９条～第３１条） 

 附則 

第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、河内長野市立市民交流センター条例（令和３年河内

長野市条例第１９号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事

項を定めるものとする。  

 （センター機能の設置）  

第２条 市民交流センターに次に掲げるセンター機能を置く。  

 (1) 勤労市民センター  

 (2) 国際交流センター  

２ 



 

 

 

 (3) 男女共同参画センター  

 (4) 青少年センター 

 （申請等の受付時間）  

第３条 この規則に規定する利用者登録の申請、使用許可の申請等の受付

時間は、開館日の午前９時から午後９時までとする。  

第２章 利用者登録  

 （利用者登録の資格）  

第４条 河内長野市立市民交流センター施設情報システム（市民交流セン

ターの申込状況等の情報提供及び使用等に係る事務を自動的に処理する

電子計算組織をいう。以下「システム」という。）に登録することがで

きるものは、個人にあってはその年齢が１６歳以上の者とし、団体にあ

っては当該団体の構成員が２人以上であり、かつ、その代表者の年齢が

１６歳以上の者であるものとする。ただし、次に掲げるものは除く。  

 (1) 個人にあっては、河内長野市暴力団排除条例（平成２６年河内長野

市条例第２２号）第２条第２号に規定する暴力団員又は同条第３号に

規定する暴力団密接関係者に該当すると認められるもの  

 (2) 団体にあっては、河内長野市暴力団排除条例第２条第１号に規定す

る暴力団又は団体の代表者若しくは役員等が同条第２号に規定する暴

力団員若しくは同条第３号に規定する暴力団密接関係者に該当すると

認められるもの  

 （利用者登録の申請等）  

第５条 システムを利用しようとする者又はその団体の代表者（以下「申

請者」という。）は、河内長野市立市民交流センター施設情報システム

３ 



 

 

 

利用者登録申請書（様式第１号）を教育委員会に提出しなければならな

い。 

２ 申請者は、前項の規定により申請するときは、自動車運転免許証、保

険証、パスポートその他申請内容を確認することができるものを提示す

るものとする。 

 （利用者登録）  

第６条 教育委員会は、前条第１項の申請があったときは、その内容を審

査し、申請者が第４条に規定する利用者登録の資格を有すると認めると

きは、システム利用者として利用者登録するものとする。  

 （登録内容の変更） 

第７条 前条の規定により利用者登録をされた者（以下「登録者」とい

う。）は、利用者登録の内容に変更があるときは、速やかに河内長野市

立市民交流センター施設情報システム利用者登録変更届（様式第２号）

により教育委員会に届け出なければならない。  

２ 前項に規定する利用者登録の内容の変更については、第５条第２項の

規定を準用する。  

 （利用者登録の廃止）  

第８条 登録者は、利用者登録を廃止しようとするときは、河内長野市立

市民交流センター施設情報システム利用者登録廃止届（様式第３号）に

より教育委員会に届け出なければならない。  

 （利用者登録の抹消）  

第９条 教育委員会は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、

利用者登録を抹消することができる。  

４ 



 

 

 

 (1) 死亡したとき又は失踪宣告を受けたとき。  

 (2) 登録者が代表者である団体が解散したとき。  

 (3) 条例及びこの規則の規定に違反したとき。  

 (4) システムを不正に利用したとき。  

 (5) 第４条に規定する利用者登録の資格を満たさなくなったとき。  

 (6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が利用者登録を抹消すべき

事由が生じたと認めるとき。  

第３章 施設の使用  

 （使用抽選申込み） 

第１０条 市民交流センターの施設（フロアのみ使用する場合のイベント

ホールを除く。次条及び第１２条において同じ。）を使用しようとする

登録者は、あらかじめ河内長野市立市民交流センター使用抽選申込書

（様式第４号）を教育委員会に提出しなければならない。  

２ 前項の規定にかかわらず、登録者は、システムにより使用抽選申込み

をすることができるものとする。  

３ 前２項の規定による申込みは、次の各号に掲げる市民交流センターの

施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める月（以下「受付開始月」

という。）の初日から１０日までの期間に行わなければならない。  

(1) イベントホール及びこれと同時に使用する施設 使用日の属する月

の６箇月前の月  

(2) 前号に掲げるものを除く施設 使用日の属する月の３箇月前の月  

４ 教育委員会は、受付開始月の初日から１０日までの期間に受け付けた

抽選申込みのうち、同月１１日にシステムによる抽選により、優先的に
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施設の使用の許可の申請ができるもの（以下「優先者」という。）を決

定するものとする。  

５ 第１項の規定により抽選申込みをした者は、受付開始月の１１日以後

に市民交流センターの窓口又はシステムにより抽選結果を確認するもの

とする。 

６ 第３項において、同項に規定する期間の開始の日又は終了の日が市民

交流センターの休館日に当たるときは、それぞれ翌日以降の直近の開館

日又は前日以前の直近の開館日を同項に規定する期間の開始の日又は終

了の日とする。  

７ 第３項において、市民交流センターの施設を連続して使用するときは、

その使用の最初の日を使用日とする。  

 （使用許可の仮申請）  

第１１条 施設を使用しようとする登録者は、受付開始月の１１日以後に

システムにより使用の許可の仮申請をすることができるものとする。  

 （使用許可の申請） 

第１２条 条例第６条第１項の規定による使用の許可（以下「使用許可」

という。）の申請は、河内長野市立市民交流センター使用・変更許可申

請書（様式第５号。以下「使用許可申請書」という。）を教育委員会に

提出して行うものとする。ただし、第１０条第４項に規定する優先的な

施設の使用の許可の申請又は前条に規定する仮申請を行った場合で、２

以上の使用許可の申請を行う場合は、河内長野市立市民交流センター使

用・変更許可申請書（複数申請用）（様式第６号。以下「使用許可申請

書（複数申請用）」という。）を教育委員会に提出して行うことができ
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るものとする。  

２ 前項に規定する申請は、次の各号に掲げる市民交流センターの施設、

附属設備、器具備品等（以下「施設等」という。）の区分に応じ、受付

開始月の１１日からそれぞれ当該各号に定める日までに行わなければな

らない。ただし、国又は地方公共団体が使用するときその他教育委員会

が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。  

(1) イベントホール及びこれと同時に使用する施設等 使用日の前日ま

での日 

(2) 前号に掲げるものを除く施設等 使用日の当日までの日  

３ 前項の規定にかかわらず、優先者は、受付開始月の１８日（この日が

市民交流センターの休館日に当たるときは、前日以前の直近の開館日と

する。）までに第１項に規定する申請をしなければ、抽選申込みを取り

下げたものとみなす。 

４ 第２項の規定にかかわらず、前条の規定により仮申請をしたものは、

仮申請した日から８日以内又は第２項各号に掲げる日のいずれか早い日

までに第１項に規定する申請をしなければ、当該仮申請を取り下げたも

のとみなす。  

５ 第２項及び前項に規定する期間については、第１０条第６項の規定を

準用する。  

６ 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認める場合は、そ

れらの期間を変更することができる。この場合において、教育委員会は、

その旨を市民交流センターへの掲示その他の方法により原則として１箇

月前までに周知するものとする。ただし、そのいとまがないときは、こ
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の限りでない。  

 （フロアのみ使用する場合のイベントホールの使用許可申請）  

第１３条 市民交流センターの施設のうち、イベントホールのフロアのみ

を使用しようとするものは、使用日の１箇月前から使用日の前日までに、

利用する区分に応じ、使用の許可の申請を行うことができるものとする。  

２ 前項の使用の許可の申請は、使用許可申請書を教育委員会に提出して

行うものとする。  

３ 前２項に規定する期間については、第１０条第６項の規定を準用する。  

４ 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認める場合は、そ

れらの期間を変更することができる。この場合において、教育委員会は、

その旨を市民交流センターでの掲示その他の方法により、原則として１

箇月前までに周知するものとする。ただし、そのいとまがないときは、

この限りでない。  

 （使用許可）  

第１４条 使用許可は、河内長野市立市民交流センター使用・変更許可書

（様式第７号。以下「使用許可書」という。）を当該使用許可を申請し

た者に交付して行うものとする。ただし、使用許可申請書（複数申請

用）により申請されたものに対する使用許可は、河内長野市立市民交流

センター使用・変更許可書（複数申請用）（様式第８号。以下「使用許

可書（複数申請用）」という。）を当該使用許可を申請した者に交付し

て行うものとする。  

２ 使用許可書又は使用許可書（複数申請用）の交付を受けた者（以下

「使用者」という。）は、その使用許可書又は使用許可書（複数申請
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用）を滅失又はき損したときは、直ちに河内長野市立市民交流センター

使用・変更許可書又は使用許可書（複数申請用）（滅失・き損）届兼再

交付申請書（様式第９号）を教育委員会に提出し、使用許可書又は使用

許可書（複数申請用）の再交付を受けなければならない。  

 （使用許可書の携帯及び提示） 

第１５条 使用者は、施設等の使用の際に使用許可書又は使用許可書（複

数申請用）を携帯し、係員から請求があったときはこれを提示しなけれ

ばならない。  

 （使用の変更の申請）  

第１６条 使用許可の変更の申請は、使用許可申請書又は使用許可申請書

（複数申請用）に直近の使用許可書又は使用許可書（複数申請用）を添

付して教育委員会に提出して行うものとする。 

２ 前項の規定による変更の申請は、その使用について変更することが決

まり次第、速やかに行わなければならない。  

３ 変更の許可は、使用許可書又は使用許可書（複数申請用）を当該申請

をした者に交付して行うものとする。  

 （使用の取下げの届出） 

第１７条 使用者が使用許可を取り下げるときは、河内長野市立市民交流

センター使用許可取下げ届出書（様式第１０号。以下「取下げ届出書」

という。）に使用許可書又は使用許可書（複数申請用）を添付して教育

委員会に提出しなければならない。  

２ 前項に規定する取下げの届出は、その使用について取り下げることが

決まり次第、速やかに行わなければならない。  
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 （施設使用料）  

第１８条 条例第９条に規定する施設使用料の額については、別表第１の

とおりとする。  

 （附属設備・器具備品使用料）  

第１９条 条例第９条に規定する附属設備・器具備品使用料の額について

は、別表第２のとおりとする。  

 （使用料の減免の申請等） 

第２０条 条例第１０条の規定により使用料を減免するときは、次の各号

に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる使用料の額を減額し、又は免除

することができる。  

(1) 条例第１０条第１号に該当するとき 使用料の半額  

(2) 条例第１０条第２号に該当するとき 使用料の全額  

(3) 条例第１０条第３号に該当するとき 使用料の半額又は全額  

２ 条例第１０条及び前項の規定による使用料の減額又は免除を受けよう

とするものは、あらかじめ河内長野市立市民交流センター使用料減額・

免除申請書（様式第１１号）を教育委員会に提出しなければならない。  

 （使用料の還付の請求等）  

第２１条 条例第１１条ただし書の規定により使用料の還付を受けようと

するものは、河内長野市立市民交流センター使用料還付請求書兼受領書

（様式第１２号）を教育委員会に提出しなければならない。  

２ 条例第１１条ただし書の規定による還付の額は、同条第１号に該当す

る場合は半額とし、同条第２号から第４号までのいずれかに該当する場

合は全額とする。  
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 （特別の設備の設置等の許可）  

第２２条 条例第１３条の規定により特別の設備を設置し、又は備付け以

外の器具を使用しようとするときは、使用許可申請書又は使用許可申請

書（複数申請用）にその旨を記載しなければならない。  

２ 前項の申請に対する条例第１３条の規定による特別の設備の設置等の

許可は、使用許可書又は使用許可書（複数申請用）の交付をもって当該

特別の設備の設置等の許可とみなす。  

 （使用終了等の届出）  

第２３条 使用者は、施設等の使用を終了したとき、又は条例第８条の規

定により使用許可の取消し等を受けたときは、当該施設等を原状に復し

て係員に届け出なければならない。  

 （破損等の申出） 

第２４条 使用者は、施設等を汚損し、若しくは破損し、又は滅失させた

ときは、直ちに係員に申し出てその指示に従わなければならない。  

 （係員の立入り）  

第２５条 教育委員会は、市民交流センターの管理上必要があると認める

ときは、係員を使用中の施設に立ち入らせることができる。この場合に

おいて、使用者は、正当な理由がないときは、これを拒んではならない。  

 （駐車場使用料）  

第２６条 条例第１４条に規定する駐車場使用料の額については、別表第

３のとおりとする。  

 （駐車場使用料の減免の申請等） 

第２７条 条例第１５条の規定により駐車場使用料を減免するときは、次
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の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる駐車場使用料の額を減額

し、又は免除することができる。  

(1) 条例第１５条第１号から第３号までのいずれかに該当するとき 駐

車場使用料の全額  

(2) 条例第１５条第４号に該当するとき 駐車場使用料の半額又は全額  

２ 前項の規定による駐車場使用料の減額又は免除を受けようとするもの

（条例第１５条第３号に該当するときを除く。）は、あらかじめ河内長

野市立市民交流センター駐車場使用料減額・免除申請書（様式第１３

号）を教育委員会に提出しなければならない。  

 （使用者の遵守事項）  

第２８条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。  

 (1) 施設等を必要な注意をもって使用すること。  

 (2) 他人に迷惑をかけるような行為をしないこと。  

第４章 雑則 

 （複写機等の実費） 

第２９条 市民交流センター内の複写機、印刷機、グループ用ロッカー等

を使用するものは、教育委員会が別に定める実費を負担するものとする。  

 （職員の配置）  

第３０条 市民交流センターにセンター長その他必要な職員を置く。  

 （補則） 

第３１条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事

項は、教育委員会が別に定める。  

附 則 
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 この規則は、令和４年４月１日から施行する。  

別表第１（第１８条関係） 

（単位 円） 

使用時間  

 

 

施設名称  

午前  午後  夜間  午前・午後  午後・夜間  全日  

午前９時～

正午  

午後１時～

午後５時  

午後６時～

午後１０時  

午前９時～

午後５時  

午後１時～

午後１０時  

午前９時～

午後１０時  

集会室  １，２００  １，６００  １，６００  ２，８００  ３，２００  ４，４００  

大会議室Ａ  １，８００  ２，４００  ２，４００  ４，２００  ４，８００  ６，６００  

大会議室Ｂ  １，２００  １，６００  １，６００  ２，８００  ３，２００  ４，４００  

大会議室ＡＢ  ３，０００  ４，０００  ４，０００  ７，０００  ８，０００  １１，０００  

和室Ａ  ７００  ９００  ９００  １，６００  １，８００  ２，５００  

和室Ｂ  ６００  ８００  ８００  １，４００  １，６００  ２，２００  

和室ＡＢ  １，３００  １，７００  １，７００  ３，０００  ３，４００  ４，７００  

視聴覚室  １，５００  ２，０００  ２，０００  ３，５００  ４，０００  ５，５００  

特別会議室  １，４００  １，８００  １，８００  ３，２００  ３，６００  ５，０００  

会議室１  ９００  １，２００  １，２００  ２，１００  ２，４００  ３，３００  

会議室２  ９００  １，２００  １，２００  ２，１００  ２，４００  ３，３００  

中会議室Ａ  ７００  １，０００  １，０００  １，７００  ２，０００  ２，７００  

中会議室Ｂ  ７００  １，０００  １，０００  １，７００  ２，０００  ２，７００  

中会議室ＡＢ  １，４００  ２，０００  ２，０００  ３，４００  ４，０００  ５，４００  

イベントホール  ７，９００  １０，６００  １０，６００  １８，５００  ２１，２００  ２９，１００  

イベントホール

（フロアのみ）  

３，２００  ４，４００  ４，４００  ７，６００  ８，８００  １２，０００  

多目的スタジオ  １，６００  ２，２００  ２，２００  ３，８００  ４，４００  ６，０００  

食工房  最初の３時間まで２，２００円 以後１時間ごとに６００円  

創作工房  １，６００  ２，２００  ２，２００  ３，８００  ４，４００  ６，０００  

１３ 



 

 

 

音楽スタジオ１  ７００  １，０００  １，０００  １，７００  ２，０００  ２，７００  

音楽スタジオ２  ５００  ６００  ６００  １，１００  １，２００  １，７００  

保育室  ７００  ９００  ９００  １，６００  １，８００  ２，５００  

講師控室  ２００  ３００  ３００  ５００  ６００  ８００  

備考 

１ 使用時間とは、会場の準備、後始末を含む時間をいう。  

２ 施設使用料は、次の要件に該当する場合は、該当する要件に定め

る金額全てを加えた額とする。  

 ・使用者が市外居住者の場合 この表に定める金額の１０割  

 ・使用者が２，０００円未満の入場料その他これに類する料金（以

下「入場料等」という。）を徴収する場合 この表に定める金額

の１０割  

 ・使用者が２，０００円以上の入場料等を徴収する場合 この表に

定める金額の２０割  

 ・使用者が営利宣伝目的で使用する場合（入場料等を徴収する場合

を除く。） この表に定める金額の１０割  

３ 保育室を他施設と併せて使用する場合（当該他施設の使用者が保

育を目的として使用する場合に限る。）は、保育室に係る使用料を

徴収しないものとする。  

４ 講師控室を他施設と併せて使用する場合（当該他施設の使用料を

徴収する場合に限る。）は、講師控室に係る使用料を徴収しないも

のとする。  
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別表第２（第１９条関係） 

（単位 円） 

種別  種類又は品名  単位  １回当たりの使用料  

舞台設備  グランドピアノ  １台  ５，０００  

指揮者台（指揮者用譜面台含む。）  １台  ３００  

演台  １台  ３００  

花台  １台  ３００  

司会者用演台  １台  ３００  

金屏風  １双  ２，０００  

照明設備  イベントホール舞台用照明Ａセット  １式  ２，５００  

 ボーダーライト  

サスペンションライト  

アッパーホリゾントライト  

  

イベントホール舞台用照明Ｂセット  

ボーダーライト  

サスペンションライト  

１式  １，５００  

音響・映像

設備  

マイク  １本  ５００  

ワイヤレスマイク  １本  ５００  

音響設備再生  １式  ５００  

音響設備録音  １式  ５００  

映像設備再生  １式  ５００  

映像設備録画  １式  ５００  

プロジェクター（イベントホール用）  １台  ５，０００  

プロジェクター  １台  ２，０００  

１６ｍｍ映写機  １台  ５，０００  

スライド映写機（イベントホール用）  １台  ２，０００  

スライド映写機  １台  １，０００  

１５ 



 

 

 

書画カメラ  １台  １，０００  

ＯＨＰ  １台  ５００  

その他附属

設備  

アップライトピアノ  １台  １，０００  

ドラムセット  １式  ５００  

お茶道具  １式  １，０００  

七宝焼電気炉  １台  ５００  

陶芸窯  １回  ５，０００  

長机（イベントホール）  １台  １００  

展示パネル  １枚  １００  

持込み器具電源  １ｋＷ  ３００  

 感染防止シールド  １枚  ５０  

備考 

１ 附属設備・器具備品の使用料は、午前（午前９時から正午まで）、

午後（午後１時から午後５時まで）又は夜間（午後６時から午後１

０時まで）の各時間帯における使用ごとに１回として算定する。た

だし、陶芸窯は、時間帯にかかわらず、１使用ごとに１回として算

定する。 

２ ピアノの使用料には、調律料は含まない。  

３ 附属設備・器具備品の操作に係る人員の費用は、使用者の負担と

し、上記の使用料には含まない。  

４ 持込み器具の定格使用電力の合計に１ｋＷ未満の端数があるとき

は、その端数を切り捨てて算定する。  

 

 

 

１６ 



 

 

 

別表第３（第２６条関係） 

（単位 円） 

使用時間  駐車場使用料  

入場時から２時間まで  無料  

入場時から２時間超  ２時間を超えた時間３０分ごとに１００円  

備考 駐車場の使用時間に３０分未満の端数があるときは、これを３０

分とする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１７ 



 

 

 

  利 用 者 番 号                   

河内長野市立市民交流センター施設情報システム利用者登録申請書 

年  月  日  

（宛先）河内長野市教育委員会 

住 所 

氏 名(代理人) 

電 話 

 河内長野市立市民交流センター条例施行規則第５条第１項の規定により、次のとおり利

用者登録を申請します。なお、利用者登録の申請に当たり、下記の確認事項を確認しまし

た。 

登

録

申

請

内

容 

フ リ ガ ナ 

団 体 名 

  

  

フ リ ガ ナ 

氏 名 

(代表者名) 

   

年  月  日生  

住 所 

〒 

電話番号   （  ）    ＦＡＸ   （  ） 

フ リ ガ ナ 

氏 名 

（連絡者名） 

 

 

連 絡 先 

〒 

電話番号   （  ）     ＦＡＸ   （  ） 

市 内 ・ 市 外 市 内 ・ 市 外 

主な利用目的   

登 録 区 分 1 個人（非営利・営利） 2 団体（非営利・営利） 

メールアドレス   

暗 証 番 号         ※４～８桁で登録してください。 

内 容 確 認 書 類 自動車運転免許証・保険証・パスポート・その他(  ) 

備 考   

  

 ＊団体の場合は、規約、構成員名簿等を添付してください。 

【確認事項】 

(1) 河内長野市暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団又は同条第２号に規定する暴力団員若し

くは同条第３号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められるとき（団体の代表者又は役員

等がこれらに該当する場合を含む。）は、利用者登録を認めません。また、登録後にこれらに該当す

ると認められるときは、利用者登録を抹消いたします。 

(2) 河内長野市暴力団排除条例の規定に基づき、申請書に記載されている情報を警察に照会する場合が

あります。また、申請内容について詳細な資料を求める場合があります。 

様式第１号(第５条関係) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１８ 



 

 

 

  利 用 者 番 号                   

河内長野市立市民交流センター施設情報システム利用者登録変更届 

年  月  日 

 （宛先）河内長野市教育委員会 

住 所 

氏 名(代理人) 

電 話 

 河内長野市立市民交流センター条例施行規則第７条第１項の規定により、次のとおり利用者

登録内容を変更します。なお、登録内容の変更に当たり、下記の確認事項を確認しました。 

変 更 箇 所 
（変更箇所にレ印） 

□団体名 □代表者 □住所 □連絡先 □利用施設の追加登録 
□メールアドレス □暗証番号 □その他 

変

更

前 

フ リ ガ ナ 

団 体 名 

   

 

フ リ ガ ナ 
氏 名 

(代表者名) 

   

年  月  日生  

住 所 
〒 
 
電話番号    (  )    ＦＡＸ    （  ） 

連 絡 先 
〒 
 
電話番号    (  )    ＦＡＸ    （  ） 

市 内 ・ 市 外 市内・市外 主な利用目的   

登 録 区 分 1 個人（非営利・営利） 2 団体（非営利・営利） 

メールアドレス  

暗 証 番 号                 

変

更

後 

フ リ ガ ナ 

団 体 名 

  

 

フ リ ガ ナ 
氏 名 

(代表者名) 

   

年  月  日生  

住 所 
〒 
 
電話番号    (  )    ＦＡＸ    （  ） 

連 絡 先 
〒 
 
電話番号    (  )    ＦＡＸ    （  ） 

市 内 ・ 市 外 市内・市外 主な利用目的   

登 録 区 分 1 個人（非営利・営利） 2 団体（非営利・営利） 

追 加 す る 

利 用 施 設 名 
 

メールアドレス  

暗 証 番 号                ※４～８桁で登録してください。 

内 容 確 認 書 類 自動車運転免許証・保険証・パスポート・その他(  ) 

備 考   

  
【確認事項】 

(1) 河内長野市暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団又は同条第２号に規定する暴力団員若し

くは同条第３号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められるとき（団体の代表者又は役員

等がこれらに該当する場合を含む。）は、利用者登録を認めません。また、登録後にこれらに該当す

ると認められるときは、利用者登録を抹消いたします。 

(2) 河内長野市暴力団排除条例の規定に基づき、申請書に記載されている情報を警察に照会する場合が

あります。また、申請内容について詳細な資料を求める場合があります。 

様式第２号（第７条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１９ 



 

 

 

河内長野市立市民交流センター施設情報システム利用者登録廃止届 

年  月  日  

 （宛先）河内長野市教育委員会 

住 所 

氏 名(代理人) 

電 話 

 河内長野市立市民交流センター条例施行規則第８条の規定により、次のとおり利用者登録

を廃止します。 

利用者登録番号           
 

登 
 
 

録 
 
 

内 
 
 

容 

フ リ ガ ナ 

 

団 体 名 

 

 

フ リ ガ ナ 

 

氏 名 

(代表者名) 

 

年  月  日生  

住 所 

〒 

 

 

 

             電話番号   (   ) 

備 考 

  

 

 

 

様式第３号（第８条関係） 

 

２０ 



 

 

 

申 込 者 

住 所 

〒 

電話    (   )       

団 体 名   

氏 名 年  月  日生 

登 録 区 分 １．個人（非営利・営利） ２．団体（非営利・営利） 

市 内 ・ 市 外 □市内 □市外 

使 用 目 的   

使用日時及

び使用施設 

使 用 日 時 使 用 施 設 

    

使 用 人 員       名 

備 考  

 

【確認事項】 

(1) 施設の使用が河内長野市暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）の

活動を助長し、又は暴力団の利益になると認められるときは、施設の使用を許可しません。また、許

可後にこれらに該当することが判明したときは、使用許可の取消し等を行います。 

(2) 河内長野市暴力団排除条例の規定に基づき、申込書に記載されている情報を警察に照会する場合が 

あります。また、内容について詳細な資料を求める場合があります。

様式第４号(第１０条関係) 

河内長野市立市民交流センター使用抽選申込書 

年  月  日   

 （宛先）河内長野市教育委員会 

  河内長野市立市民交流センター条例施行規則第１０条第１項の規定により、次のとおり使用の抽選

を申し込みます。なお、申込みに当たり、下記の確認事項を確認しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２１ 



 

 

 

様式第５号(第１２条関係) 

河内長野市立市民交流センター使用・変更許可申請書 

年  月  日 

（宛先）河内長野市教育委員会 

 

利用者番号                        

使用者名／団体名              

住所                    

電話番号                  

 確認事項を確認の上、次のとおり市民交流センターの使用・変更の許可を申請します。 

受 付 番 号   

施 設   

施 設 内 の 場 所   

使 用 目 的   

( 行 事 名 称 )   

使 用 日 時   

使 用 責 任 者   

使 用 人 数   

 
出 演 者   

出 演 予 定 者 数 人 入場予定者数 人 会場整理員 人 

 
受 付 施 設  

 
日付 施設内の場所 使用時間 使用人数   

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

使用料 

基本使用料   

円     

備品使用料 減免額 消費税 

円 円  円 

  合計 円 

 
特別の設備等

の設置搬入 

□あり 【具体的な内容】 

□なし 

 【確認事項】 

(1) 施設の使用が河内長野市暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）

の活動を助長し、又は暴力団の利益になると認められるときは、施設の使用を許可しません。また、

許可後にこれらに該当することが判明したときは、使用許可の取消し等を行います。 

(2) 河内長野市暴力団排除条例の規定に基づき、申請書に記載されている情報を警察に照会する場合が

あります。また、申請内容について詳細な資料を求める場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２２ 



 

 

 

施 設  

 

別紙 1 

河内長野市立市民交流センター設備等使用・変更許可申請書 

年  月  日 

（宛先）河内長野市教育委員会                    

利用者番号                          

使用者名／団体名              

 

住所                    

 

電話番号                  

 次のとおり、河内長野市立市民交流センターの設備等の使用・変更の許可を申請します。 

No 
受 付 番 号 

施 設 内 の 場 所 
日付 

使 用 時 間 

備 品 名 

数 量 

使用料 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  減免額 円 消費税 円 合計 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２３ 



 

 

 

様式第６号(第１２条関係) 

河内長野市立市民交流センター使用・変更許可申請書(複数申請用) 

年  月  日   

 （宛先）河内長野市教育委員会 

利 用 者 番 号                    

利用者名／団体名 

住 所 

電 話 番 号 

 確認事項を確認の上、次のとおり市民交流センターの使用・変更の許可を申請します。 

施 設   

使 用 目 的   

(行 事 名 称)   

  

No 
受付番号 

施設内の場所 
日付 利用時間 使用備品 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  

使 用 料 

基本使用料   

円     

備品使用料 減 免 額 消費税 

円 円  円 

  合 計 円 

 
特別の設備等

の設置搬入 

□あり 【具体的な内容】 

□なし 

 
【確認事項】 

(1) 施設の使用が河内長野市暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）

の活動を助長し、又は暴力団の利益になると認められるときは、施設の使用を許可しません。また、

許可後にこれらに該当することが判明したときは、使用許可の取消し等を行います。 

(2) 河内長野市暴力団排除条例の規定に基づき、申請書に記載されている情報を警察に照会する場合が

あります。また、申請内容について詳細な資料を求める場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２４ 



 

 

 

様式第７号(第１４条関係) 

河内長野市立市民交流センター使用・変更許可書 

 

許可          号 

年  月  日 

〒 

          様 

河内長野市教育委員会    印 

 

 次のとおり、河内長野市立市民交流センターの使用・変更を許可します。 

受 付 番 号   利用者番号   

施 設   

施設内の場所   

使 用 目 的   

(行 事 名 称)   

使 用 日 時   

使用責任者   

使 用 人 数   

 
出 演 者   

出演予定者数 人 入場予定者数 人 会 場 整 理 員 人 

 
受 付 施 設  

 
日付 施設内の場所 使用時間 使用人数   

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

使 用 料 

基本使用料   

円    

備品使用料 減 免 額 消費税 

円 円  円 

  合 計 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２５ 



 

 

 

別紙１ 

河内長野市立市民交流センター設備等使用・変更許可書 

 

年  月  日 

〒 

          様 

 

河内長野市教育委員会    印 

 

次のとおり、河内長野市立市民交流センターの設備等の使用・変更を許可します。 

施 設  

 

No 
受付番号（許可番号） 

施設内の場所 
日付 

使用時間 
備品名 

数量 
使用料 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  減免額 円 消費税 円 合 計 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

２６ 



 

 

 

様式第８号（第１４条関係) 

河内長野市立市民交流センター使用・変更許可書(複数申請用) 

年  月  日   

〒 

          様               

河内長野市教育委員会   印  

次のとおり、河内長野市立市民交流センターの使用・変更を許可します。 

利用者番号  

施設   

使用目的  

(行 事 名 称)   

  

No 
受付番号（許可番号） 

施設内の場所 
日付 使用時間 使用備品 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  

使 用 料 

基本使用料   

円    

備品使用料 減 免 額 消費税 

円 円  円 

  合 計 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

２７ 



 

 

 

様式第９号（第１４条関係） 

 

河内長野市立市民交流センター使用・変更許可書又は許可書（複数申請用）（滅失・き損）届兼再交付

申請書 

（宛先）河内長野市教育委員会  

  使用者名／団体名 

                             

  住所 〒    －     

                             

  電話番号                            

受付番号   －         

届 出 日   年   月   日 

 私は、下記の使用に係る河内長野市立市民交流センター使用・変更許可書を滅失・き損し

ましたので報告するとともに、下記の確認事項を確認の上、再交付を申請します。 

 なお、今後は滅失・き損することのないよう注意するとともに、許可書を発見したときは、

直ちにお返しします。 

 

使用目的 
 

行事名称 
 

使 用 日 施 設 内 の 場 所 使 用 時 間 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

受付担当者                                ／    

 

【確認事項】 

(1) 施設の使用が河内長野市暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）の活動を助長し、

又は暴力団の利益になると認められるときは使用・変更許可書の再交付はいたしません。また、既に行っている使用・

変更許可の取消し等を行います。  

(2) 河内長野市暴力団排除条例の規定に基づき、申請書に記載されている情報を警察に照会する場合があります。また、

申請内容について詳細な資料を求める場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２８ 



 

 

 

様式第１０号（第１７条関係） 

 

河内長野市立市民交流センター使用許可取下げ届出書 

 

年  月  日   

 

 （宛先）河内長野市教育委員会 

  河内長野市立市民交流センター条例施行規則第１７条第１項の規定により、次のとおり使用許可を

取り下げます。 

申 請 者 

住 所 

〒 

 

 

電話    （   ）     

団 体 名   

氏 名   

使用許可番号、使用許可変更

許 可 番 号 等  

  

取下げ理由 

  

使用日時及

び使用施設 

使 用 日 時 使 用 施 設 

    

附属設備等   

特別の設備 

  

既納使用料 

施 設 使 用 料 

附属設備・器具備品使用料 

円 

円 

計 円 

使用料還付 □可 □否 

備 考   

署 名   

  ＊河内長野市立市民交流センターの使用・変更許可書を添付してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２９ 



 

 

 

別紙 

河内長野市立市民交流センター附属設備等使用料明細書 

使用日及び使用施設 品 名 使用数 区分数 単 価 附属設備等使用料 

            

附属設備等使用料 

 附属設備等使用料計 

 減 免 額 (減免額     ) 

円 

円 

計 円 

 

 

３０ 



 

 

 

様式第１１号(第２０条関係) 

 

河内長野市立市民交流センター使用料減額・免除申請書 

 

 

（宛先）河内長野市教育委員会                   年  月  日 

利用者番号    
  

  
                  

使用者名／団体名              

 

住所                    

 

電話番号                  

 

 次のとおり、河内長野市立市民交流センターの使用料の減額・免除を申請します。 

受 付 番 号   

施 設   

施設内の場所   

使 用 目 的   

(行 事 名 称)   

使 用 日 時   

使 用 料 

減免前使用料 減 免 額 合 計 

円 円 円 

減 免 理 由   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３１ 



 

 

 

様式第１２号(第２１条関係) 

 

河内長野市立市民交流センター使用料還付請求書兼受領書 

 

 

（宛先）河内長野市教育委員会                   年  月  日 

利用者番号    
  

  
                  

利用者名／団体名              

 

申請者                   

 

住所                     

 

電話番号                   

 

 次のとおり、河内長野市立市民交流センターの使用料の還付を請求します。 

施 設  
 

調 定 額 納 入 済 額 還付対象額 

円 円 円 
 

No 施設内の場所 利用日時 状態 取消・変更理由 還付対象額 還付率 還付額 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

  返還額・還付額 円 

 

受 付   決 定   

備考   

領収書                       年  月  日 

 上記のとおり領収しました。            氏名            

河内長野市会計管理者 様 

 

３２ 



 

 

 

様式第１３号（第２７条関係） 

   年   月   日 

 

（宛先）河内長野市教育委員会 

使用者名／団体名                

 

申請者                

 

 

 

河内長野市立市民交流センター駐車場使用料減額・免除申請書 

 

 

 

下記のとおり駐車場使用料の減額・免除を申請します。 

 

記 

 

１．事業主体                                 

 

２．事業名                              

 

３．使用日時                                       

 

４．使用施設                                       

 

５．申請台数     台  （主催者のみ減免の対象となります）        

 

６．該当規定  河内長野市立市民交流センター条例第１５条  号に該当     

 

７．減免理由                                  

 

                                        

（主催・委託事業の別が明確に分かるよう記入してください） 

 

 

 

 

３３ 



 

 

 

議案第５号 

 

令和３年度河内長野市一般会計補正予算（案）について 

 

 

 令和３年度河内長野市一般会計補正予算（案）について、別冊１のとお

り承認する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年２月２８日 

河内長野市教育長 松本 芳孝 

 

３４ 



 

 

 

議案第６号 

 

令和４年度河内長野市一般会計予算（案）について 

 

 

 令和４年度河内長野市一般会計予算（案）について、別冊２のとおり承

認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年２月２８日 

河内長野市教育長 松本 芳孝 

 

３５ 



 

 

 

報告第３号 

 

労働基準法第３６条に基づく労使協定の締結について 

 

 

教育委員会事務局職員に係る労働基準法第３６条に基づく労使協定の

締結について、別冊３のとおり報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年２月２８日 

河内長野市教育長 松本 芳孝 

 

３６ 
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